
前橋市監査委員公表第１９号 

 

前橋市長から定期監査の結果に対する措置について通知がありましたので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、別紙のとおり公

表します。 

令和７年１月８日 
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   同     鈴 木 俊 司      

   同     金 井 清 一      

 

 



消防局定期監査結果に係る措置通知書 
 

                                         監査期間 令和６年１０月１１日～１１月２５日  

                                          措置通知書提出日 令和６年１２月２０日     
 
 

監   査   結   果 

（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 
要望事項に対する考え方等 

【監査対象所属：通信指令課】 
 

１ 契約事務について（指摘事項） 

(1) 契約書について 

多言語通訳サービス業務委託契約書にお

いて、契約規則第５３条に規定する契約書

に記載しなければならない事項のうち、委

託業務が完了した旨の報告義務及び検査に

関する事項が記載されていなかった。 

契約規則にのっとり、適正な事務処理を

行うよう改善されたい。 

 

 

 
 

 

 

多言語通訳サービス業務委託契約書につい

ては、原契約書に契約規則第５３条第５号に

規定する委託業務が完了した旨の報告義務及

び検査に関する事項を追加し、受注者と変更

契約を締結した。 

今後は、契約規則にのっとり、適正な契約

事務が行われるよう、複数人による書類のチ

ェックを行うなど、確認体制を強化するよう

改善した。 
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